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小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 

令和八年五月十五日 

                                              仙台市教育委員会       

                                                教育長 天 野  元   

仙台市教育委員会規則第六号 

小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則 

小学校及び中学校の通学区域に関する規則（昭和四十二年仙台市教育委員会規則第十二号）の一部を次のように改正する。 

現 行 改正後 

別表第一（第二条関係） 別表第一（第二条関係） 

小学校 小学校 

名称 通学区域 

［略］ ［略］ 

仙台市立

岩切小学

校 

宮城野区岩切一丁目、岩切二丁目、岩切三丁目、岩

切分台一丁目、岩切分台二丁目、岩切分台三丁目、

岩切、神谷沢、燕沢字北田、鶴ケ谷〔字大谷、字崖

ノ上、字金堀、字川原、字北畑の一部、字京田の一

部、字新田、字竹ノ花の一部、字筒下（十七～末）、

字洞堀、字中曾根（十九～末）、字原田の一部、字

谷地（三十七～末）〕 

［略］ ［略］ 
 

名称 通学区域 

［略］ ［略］ 

仙台市立

岩切小学

校 

宮城野区岩切一丁目、岩切二丁目、岩切三丁目、岩

切分台一丁目、岩切分台二丁目、岩切分台三丁目、

岩切、燕沢字北田、鶴ケ谷〔字大谷、字崖ノ上、字

金堀、字川原、字北畑の一部、字京田の一部、字新

田、字竹ノ花の一部、字筒下（十七～末）、字洞堀、

字中曾根（十九～末）、字原田の一部、字谷地（三

十七～末）〕 

［略］ ［略］ 
 

附 則 

この規則は、令和八年五月十六日から施行する。 

（教育局学校環境整備部学事課） 


